
独立行政法人日本芸術文化振興会組織規程 

平成15年10月1日 

独立行政法人日本芸術文化振興会規程第  1号 

改正 １６年４月１日独立行政法人日本芸術文化振興会規程第 62号 

改正 １６年12月１日独立行政法人日本芸術文化振興会規程第 81号 

   改正 １７年４月１日独立行政法人日本芸術文化振興会規程第 93号 

改正 １８年４月１日独立行政法人日本芸術文化振興会規程第121号 

改正 ２１年４月１日独立行政法人日本芸術文化振興会規程第157号 

改正 ２２年４月１日独立行政法人日本芸術文化振興会規程第203号 

 

第１章  総則 

(目的) 

第１条  この規程は、独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。)の組織、職制及び

事務の分掌を定めることを目的とする。 

(組織) 

第２条  振興会に総務企画部のほか、芸術その他の文化の振興又は普及を図るための活動に対する援

助に係る業務(以下「助成金に関する業務」という。)に関し、基金部を、現代舞台芸術の振興若し

くは普及に係る業務に関し業務方法書（平成１５年１０月１日文部科学大臣認可）第１５条第２項

に規定する業務委託に関し、新国立劇場部を、劇場施設(国立劇場本館、国立劇場演芸資料館、国立

劇場能楽堂及び国立劇場文楽劇場をいう。)等における伝統芸能の公開その他の伝統芸能の保存及び

振興に係る業務に関し、国立劇場芸能部、国立劇場営業部、国立劇場舞台技術部、国立劇場調査養

成部、国立演芸場部、国立能楽堂部及び国立文楽劇場部の各部を置く。 

2  総務企画部に次の６課を置く。 

(1)  総務課 

(2)  施設課 

(3)  情報推進課 

(4)  計画課 

(5)  経理課 

(6)  契約課 

3  基金部に次の３課を置く。 

(1)  企画調査課 

(2)  芸術活動助成課 

(3)  地域文化助成課 

4  新国立劇場部に管理課を置く。 

5  国立劇場芸能部に次の５課を置く。 

(1)  企画課 



(2)  文芸課 

(3)  第一制作課 

(4)  第二制作課 

(5)  舞台監督課 

6  国立劇場営業部に次の３課及び１センターを置く。 

(1)  宣伝課 

(2)  営業課 

(3)  チケットセンター 

(4)  劇場課 

7  国立劇場舞台技術部に次の２課を置く。 

(1)  舞台課 

(2)  技術課 

8  国立劇場調査養成部に次の３課を置く。 

(1)  調査記録課 

(2)  資料サービス課 

(3)  養成課 

9  国立演芸場部に次の２課を置く。 

(1)  演芸課 

(2)  営業課 

10  国立能楽堂部に次の３課を置く。 

(1)  事業推進課 

(2)  企画制作課 

(3)  営業課 

11  国立文楽劇場部に次の４課を置く。 

(1)  事業推進課 

(2)  企画制作課 

(3)  営業課 

(4)  舞台技術課 

12  課及びセンターには、必要に応じ室を置くことができる。 

13  課、センター及び室には、必要に応じ係を置くことができる。 

(職制) 

第３条  部、課及びセンターにはそれぞれ部長、課長又はセンター長を置く。 

2  部長は、上司の命を受け当該部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

3  部には必要に応じ副部長を置く。 

4  副部長は、部長を助け部務を整理する。 

5  課長及びセンター長は、部長を補佐してそれぞれの課及びセンターの事務を処理し、所属職員を指



揮監督する。 

6  室に室長を置く。 

7  室長は、課長又はセンター長を補佐して当該室の事務を処理する。 

8  課及びセンターには必要に応じ課長補佐又はセンター長補佐を置く。 

9  課長補佐及びセンター長補佐は、課長は又センター長を補佐する。 

10  係に係長を置く。 

11  係長は、課長、センター長、室長、課長補佐又はセンター長補佐を補佐して当該係の事務を処理

する。 

12  課、センター及び室には必要に応じ主任を置く。  

13  主任は、上司の命を受け課、センター及び室の事務のうち特定の事項を処理する 

第３条の２ 総務企画部に経理担当副部長を置く。 

2 経理担当副部長は、上司の命を受け総務企画部に置かれた計画課、経理課、契約課の事務を掌理し、

所属職員を指揮監督する。 

第４条  課及びセンターに専門員を置くことができる。 

2  専門員は、上司の命を受け高度の専門知識を必要とする事務を処理する。 

3  専門員のうち若干人を主任専門員とすることができる。 

4  主任専門員は、専門員の職務の連絡調整にあたる。 

第４条の２ 課、センター及び室に専門職員を置くことができる。 

3  専門職員は、上司の命を受け専門的知識を必要とする事務を処理する。 

（芸能調査役等） 

第４条の３ 国立劇場調査養成部に芸能調査役及び芸能調査員を置くことができる。 

2  芸能調査役は、上司の命を受け芸能に関する高度の専門的知識を必要とする調査等の複雑の事務を

処理する。 

3  芸能調査員は、上司の命を受け芸能に関する専門的知識を必要とする調査等の事務を処理する。 

4  芸能調査役のうち若干人を主席芸能調査役とすることができる。 

5  主席芸能調査役は、芸能調査及び芸能調査員の職務の連絡調整にあたる。 

 

第２章  事務分掌 

(総務企画部の事務) 

第５条 総務企画部の総務課においては、次の事務をつかさどる。 

(1) 機密に関すること。 

(2) 秘書事務に関すること。 

(3) 公印の制定並びに振興会印及び職務印の保管に関すること。 

(4) 振興会の組織に関すること。 

(5) 諸規程の審査に関すること。 

(6) 振興会の業務に係る連絡調整に関すること。 



(7) 文書の授受、発送及び保存並びに情報の公開に関すること。 

(8) 役員会、評議員会及び各種審議会の庶務に関すること。 

(9) 監督官庁の認可、承認又は指定を受けるべき事務に関すること。 

(10) 法務に関すること。 

(11) 政府機関及び関係団体との連絡に関すること。 

(12) 各種公演の招待に関すること。 

(13) 施設の見学に関すること。 

(14) 儀式に関すること。 

(15) 振興会の業務に係る広報に関すること。 

(16) 伝統芸能の普及事業に係る企画及び調整に関すること。 

(17) 共催、後援等の名義使用に関すること。 

(18) 国立劇場おきなわの運営及び管理に関すること。 

(19) 理事の任免及び役員の給与等に関すること。 

(20) 職員の職階、定数、任免及び服務に関すること。 

(21) 職員の給与等に関すること。 

(22) 職員の勤務成績の評定、分限、表彰及び懲戒に関すること。 

(23) 職員の就業に関すること。 

(24) 職員の研修に関すること。 

(25) 職員の福祉厚生に関すること。 

(26) 衛生及び看護に関すること。 

(27) 職員の出張に関すること。 

(28) 職員の証明に関すること。 

(29) 委員等の発令に関すること。 

(30) その他職員の人事に関すること。 

(31) 施設の警備に関すること。 

(32) 自動車の管理に関すること。 

(33) 電話の管理に関すること。 

(34) 建物及び施設の防災に関すること。 

(35) 職員・楽屋食堂、職員売店等の管理及び運用に関すること。 

(36) 駐車場の管理、運営に関すること。 

(37) 施設の清掃に関すること。 

(38) 職員宿舎の管理に関すること。 

(39) その他、他の所掌に属しないこと。 

２ 総務企画部の施設課においては、次の事務をつかさどる。 

(1) 建物及び施設の営繕、保守及び管理に関すること。 

(2) 給排水、給湯、衛生設備の保守及び管理に関すること。 



(3) 冷暖房、換気設備の運転、保守及び管理に関すること。 

(4) 電気関係施設の運転、保守及び管理の関すること。 

３ 総務企画部の情報推進課においては、次の事務をつかさどる。 

(1) 振興会の情報処理システムの企画・立案に関すること。 

(2) 振興会の情報処理システムの連絡調整に関すること。 

(3) 振興会の情報処理システムの管理運用に関すること。 

(4) 情報処理システム関連技術の調査に関すること。 

(5) 情報システムに係る教育・研修に関すること。 

(6) ハードウエアシステムの導入・移行に関すること。 

(7) ソフトウエアシステムの開発・企画に関すること。 

(8) データベースの整備・構築に関すること。 

(9) ネットワークシステムの整備・構築に関すること。 

４ 総務企画部の計画課においては、次の事務をつかさどる。 

(1) 中期計画及び年度計画の策定、評価等の総括に関すること。 

(2) 予算に関すること。 

(3) 収支及び支出に関すること。 

(4) 政府の出資金、運営費交付金及び補助金並びに借入金に関すること。 

(5) 資産の取得及び処分に関すること。 

(6) 計画課、経理課及び契約課の業務に係る連絡調整に関すること。 

(7) その他財務に関すること。 

５ 総務企画部の経理課においては次の事務をつかさどる。 

(1) 決算（計画課の所掌に属する評価等に係るものを除く。）の総括に関すること。 

(2) 資金計画（基金部企画調査課の所掌に属するものを除く。）及び資金運用に関すること。 

(3) 給与等の支給に関すること。 

(4) 現預金、有価証券の出納及び管理に関すること。 

(5) 入場料及び施設の使用料等の調定及び徴収に関すること。 

(6) 会計監査人等の事務に関すること。 

(7) その他独立行政法人会計基準等に関すること。 

６ 総務企画部の契約課においては、次の事務をつかさどる。 

 (1) 契約事務の総括及び管理に関すること（他の課又は室の所掌に属するものを除く。）。 

 (2) 資産の管理（各分任物品管理者の総括を含む。）に関すること。 

 (3) 物品の調達及び管理（各分任物品管理者の総括を含む。）に関すること。 

 

第６条 削除 

(基金部の事務) 

第７条 基金部の企画調査課においては、次の事務をつかさどる。 



(1) 助成金に関する業務の基本的事項に関し、企画立案し、及び連絡調整すること。 

(2) 芸術文化振興基金運営委員会に関すること。 

(3) 助成金の計画額の算定に関すること。 

(4) 助成金に関する業務に係る資金計画案の作成に関すること。 

(5) 助成金に関する業務に係る寄附金に関すること。 

(6) 助成金に関する業務に係る広報及び芸術文化支援団体等との協力に関すること。 

(7) 助成金に関する業務に係る調査、研究に関すること。 

(8) 助成金に関する会計調査の計画等に関すること。 

(9) 映像芸術に関する団体が行う映画の製作活動等のための助成金の交付に関すること。 

(10) 助成金の交付に関し、映像芸術に関する団体との連絡に関すること。 

(11) その他助成金に関する業務に関し、他の所掌に属しないこと。 

２ 基金部の芸術活動助成課においては、次の事務をつかさどる。 

(1) 芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及のための助成金の交付に関すること。

ただし、企画調査課及び地域文化助成課の所掌に属するものを除く。 

(2) 助成金の交付に関し、芸術家、芸術団体等との連絡に関すること。 

(3) その他助成金の交付に関し、他の所掌に属しないこと。 

３  基金部の地域文化助成課においては、次の事務をつかさどる。 

(1) 地域の文化の振興のための助成金の交付に関すること。 

(2) 文化に関する団体が行う文化の振興又は普及のための助成金の交付に関すること。 

(3) 芸術家及び芸術に関する団体が行う美術の創造普及のための助成金の交付に関すること。 

(4) 助成金の交付に関し、文化団体、地方公共団体等との連絡に関すること。 

(新国立劇場部の事務) 

第８条  新国立劇場部の管理課においては、新国立劇場における業務に関し、次の事務をつかさどる。 

(1) 新国立劇場の運営及び管理に関すること。 

(2) 東京オペラシティと初台淀橋街区全体の連絡調整に関すること。 

(3) 舞台美術センターの整備及び管理に関すること。 

(4) 建物及び施設の防災に関すること。 

(5) 食堂、売店、駐車場等の管理及び運用に関すること。 

(6) 財団法人新国立劇場運営財団との委託契約に関すること。 

(7) 新国立劇場部の業務に係る連絡調整に関すること。 

(8) その他、他の所掌に属しないこと。 

(国立劇場芸能部の事務) 

第９条  国立劇場芸能部の企画課においては、国立劇場本館及び国立劇場演芸資料館(以下「本館等」

という。)における業務に関し、次の事務をつかさどる. 

(1) 自主公演の上演計画の調整に関すること。 

(2) 自主公演の出演者との出演契約に関すること。 



(3) 自主公演にかかわる渉外事務に関すること。 

(4) 自主公演の公演事業費の計画額の算定に関すること。 

(5) 入場料設定の事務（国立演芸場、国立能楽堂及び国立文楽劇場の総括を含む。）に関するこ

と。 

(6) 劇場施設の使用申込にかかる企画、演目等の検討に関すること。 

(7) 歌舞伎等の研究劇団の保護育成、奨励に関すること。 

(8) 受託公演に関すること。 

(9) 国立劇場芸能部の業務に係る連絡調整に関すること。 

(10) その他、国立劇場芸能部において他の所掌に属しないこと。 

２ 国立劇場芸能部の文芸課においては、本館等における業務に関し、次の事務をつかさどる。 

(1) 自主公演の上演演目の考証、定本の作成及び校訂に関すること。 

(2) 自主公演の上演台本の執筆、補綴及び作成に関すること。 

(3) 廃絶演目の復活のための調査、研究に関すること。 

(4) 伝統芸能に関する演技、演出の向上に資する調査、研究に関すること。 

３ 国立劇場芸能部の第一制作課においては、本館等における業務に関し、歌舞伎及び新派について、

次の事務をつかさどる。 

(1) 自主公演の上演計画の策定及び演目の選定に関すること。 

(2) 自主公演の出演者の選定、配役の立案及び出演交渉に関すること。 

(3) 自主公演の台本、演出、作曲、美術、照明等の委嘱並びに大道具、小道具、衣裳、かつら等

の使用計画に関すること。 

(4) 自主公演の演出プランの策定及び演出台本の作成に関すること。 

(5) 自主公演の演出の実務に関すること。 

(6) 自主公演の稽古日程の作成及び稽古の実施に関すること。 

(7) 自主公演の実施報告書の作成に関すること。 

(8) 著作者・実演家等の活動の奨励に関すること。 

(9) 自主公演の舞台上の看視に関すること。 

(10) 自主公演の舞台の進行上の連絡に関すること。 

(11) 自主公演の演出プランに違背が生じた場合の処理に関すること。 

(12) 自主公演で演出上不測の事態が生じた場合の処理に関すること。 

(13) 自主公演の上演時間の記録作成に関すること。 

(14) 自主公演の上演日誌の記録に関すること。 

(15) 公演監事室の使用上の管理に関すること。 

４ 国立劇場芸能部の第二制作課においては、本館等における業務に関し、伝統芸能（歌舞伎、新

派及び大衆芸能を除く。）について、前項第１号から第１５号に掲げる事務をつかさどる。 

５  国立劇場芸能部の舞台監督課においては、本館等における業務に関し、舞台監督・舞台美術業

務について、次の事務をつかさどる。 

(1) 自主公演における舞台関係業務の連絡及び調整に関すること。 



(2) 自主公演の大道具、小道具、衣裳、かつら等の使用とこれらに係る人員配置の計画、計画額

の算定及び発注に関すること。 

(3) 自主公演の稽古日程の調整、連絡及び稽古の実施に関すること。 

(4) 自主公演における進行等の実務に関すること。 

(5) 自主公演における舞台上不測の事態が生じた場合の連絡及び調整に関すること。 

(6) 自主公演における出演者及び舞台関係者の病災等事故の連絡及び調整に関すること。 

(7) 自主公演の舞台美術に関する計画の調整及び製作に関すること。 

(8) 自主公演の舞台美術に関する資料の収集及び作成に関すること。 

(9) 自主公演の上演記録の作成に関すること。 

(10) 劇場施設の供用に係る技術協力に関すること。 

６ 国立劇場芸能部の企画課、文芸課、第一制作課、第二制作課及び舞台監督課においては、業務

に関連する国立演芸場部、国立能楽堂部及び国立文楽劇場部の業務（ただし、文楽公演関連業務

を除く。）に関し連絡調整をする。 

(国立劇場営業部の事務) 

第10条 国立劇場営業部の宣伝課においては、本館等における業務に関し、次の事務をつかさどる。 

(1) 広報及び宣伝の企画及び実施に関すること。 

(2) 報道関係者等との連絡に関すること。 

(3) 解説書その他出版、各種ニュース等の企画、編集、連絡及び作成に関すること。 

(4) 解説書、ポスターその他の出版物掲載の広告開発等の渉外に関すること。 

(5) 国立劇場営業部の業務に係る連絡調整に関すること。 

２ 国立劇場営業部の営業課においては、本館等における業務に関し、次の事務をつかさどる。 

(1) 観劇組織の運営及びその会員との連絡に関すること。 

(2) 大劇場及び小劇場の観客の動員計画及び予約に関すること。 

３ 国立劇場営業部のチケットセンターにおいては、次の事務をつかさどる。 

 (1) 入場券の配分計画、発売及び管理に関すること。 

４ 国立劇場営業部の劇場課においては、本館等における業務に関し、大劇場及び小劇場について、

次の事務をつかさどる。ただし、第８号から第１１号までについては演芸場を含む。 

(1) 観客関係施設の運用に関すること。 

(2) 観客の受付、案内、携帯品預り等サービスに関すること。 

(3) 観客用バス等の運用に関すること。 

(4) 解説書等の販売に関すること。 

(5) 場内放送に関すること。 

(6) 観客の病災等の事故処理に関すること。 

(7) 食堂、売店等の管理及び運用に関すること。 

(8) 施設使用料設定の事務（国立演芸場、国立能楽堂及び国立文楽劇場の総括を含む。）に関す

ること。 

(9) 劇場施設等の使用申込の処理に関すること。 



(10) 貸与施設、設備の運営に関すること。 

(11) テレビ、ラジオの中継放送に関すること。 

５ 国立劇場営業部の宣伝課、営業課、チケットセンター及び劇場課においては、業務に関連する

国立演芸場部、国立能楽堂部及び国立文楽劇場部の業務に関し連絡調整をする。 

(国立劇場舞台技術部の事務) 

第11条  国立劇場舞台技術部の舞台課においては、本館等における業務に関し、大劇場及び小劇場に

ついて次の事務をつかさどる。 

(1) 舞台関係業務の連絡、調査及び総括に関すること。 

(2) 舞台機構の操作、保守及び管理に関すること。 

(3) 大道具、幕類、小裂、楽器等の保守及び管理に関すること。 

(4) 舞台裏関係諸施設の運用に関すること。 

(5) 楽屋の管理に関すること。 

(6) 舞台上不測の事態が生じた場合の処理に関すること。 

(7) 出演者及び舞台裏関係者の病災等事故処理に関すること。 

(8) 劇場施設の供用に係る技術協力に関すること。 

(9) 国立劇場舞台技術部の業務に係る連絡調整に関すること。 

２ 国立劇場舞台技術部の技術課においては、本館等における業務に関し、大劇場及び小劇場につ

いて、次の事務をつかさどる。 

(1) 照明、音響効果に関する計画及び実施に関すること。 

(2) 照明、音響の操作、設備器具の保守及び管理に関すること。 

(3) 上演記録(照明、音響効果)の作成に関すること。 

(4) 舞台運営用テレビの操作、保守及び管理に関すること。 

(5) 公演に係る映写に関すること。 

(6) 劇場施設の供用に係る技術協力に関すること。 

３ 国立劇場舞台技術部の舞台課及び技術課においては、業務に関連する国立演芸場部、国立能楽

堂部及び国立文楽劇場部の業務に関し連絡調整をする。 

(国立劇場調査養成部の事務) 

第12条  国立劇場調査養成部の調査記録課においては、本館等における業務に関し、次の事務をつ

かさどる。 

(1) 伝統芸能に関する調査、研究に関すること。 

(2) 伝統芸能に関する調査、研究の成果の公表に関すること。 

(3) 伝統芸能に関する基本台帳、参考目録、索引カード等の作成に関すること。 

(4) 芸能に関する統計資料の作成に関すること。 

(5) 伝統芸能に関する調査、研究に係る出版物の企画、刊行及び頒布に関すること。 

(6) 伝統芸能に関する演技、演出等の記録の作成に関すること。 

(7) 自主公演の記録に係る録音、録画及び写真撮影等の実施、編集及び整理に関すること。 

(8) 国立劇場調査養成部の業務に係る連絡調整に関すること。 



２ 国立劇場調査養成部の資料サービス課においては、本館等における業務に関し、次の事務をつ

かさどる。 

(1) 芸能に関する図書、レコード、フィルムその他の資料の収集、整理、保存及び管理に関する

こと。 

(2) 上演台本、舞台装置図、照明プラン図、その他の記録の整理及び保存に関すること。 

(3) 録音、録画、記録写真等の複製の受託に関すること。 

(4) 芸能資料の展示に関する計画及び実施に関すること。 

(5) 芸能図書及び資料の観覧、閲覧、貸出等に関すること。 

(6) 芸能資料の収蔵室及び展示室並びに書庫及び図書閲覧室の管理に関すること。 

(7) 伝統芸能の普及に関する展覧会、講演会、映画会等の開催に関すること。 

(8) 伝統芸能に関する収蔵資料に係る出版物の企画、刊行及び頒布に関すること。 

(9) 文化デジタルライブラリーの企画・立案に関すること。 

(10) 文化デジタルライブラリーのコンテンツの作成、利用及び調査に関すること。 

３ 国立劇場調査養成部の養成課においては、本館等における業務に関し次の事務をつかさどる。 

(1) 芸能伝承者の養成計画の作成及び実施に関すること。 

(2) 芸能伝承者養成の教務及び庶務に関すること。 

(3) 養成施設、教材、教具等の管理に関すること。 

４ 国立劇場調査養成部の調査記録課、資料サービス課及び養成課においては、業務に関連する国

立能楽堂部及び国立文楽劇場部の業務に関し連絡調整をする。 

(国立演芸場部の事務) 

第13条  国立演芸場部の演芸課においては、国立劇場演芸資料館における業務に関し、大衆芸能につ

いて、次の事務をつかさどる。 

(1) 自主公演の上演計画の策定及び演目の選定に関すること。 

(2) 自主公演の出演者の選定及び出演交渉に関すること。 

(3) 自主公演の台本、演出等文芸関係の委嘱並びに大道具、小道具、衣裳等の使用計画に関する

こと。 

(4) 自主公演の演出プランの策定及び演出の実務に関すること。 

(5) 自主公演の稽古日程の作成及び稽古の実施に関すること。 

(6) 自主公演の舞台上の看視及び進行上の連絡に関すること。 

(7) 自主公演の演出プランに違背が生じた場合の処理に関すること。 

(8) 自主公演で演出上不測の事態が生じた場合の処理に関すること。 

(9) 自主公演の実施報告書の作成に関すること。 

(10) 受託公演に関すること。 

(11) 公演監事室の使用上の管理に関すること。 

(12) 劇場施設の使用申込にかかる企画、演目等の検討に関すること。 

(13) 著作者・実演家等の活動の奨励に関すること。 

(14) 舞台関係業務の連絡、調査及び事務を行う。 



(15) 舞台進行関係業務に関すること。 

(16) 稽古日程の連絡及び稽古の実務に関すること。 

(17) 舞台美術に関する計画の調整及び制作に関すること。 

(18) 照明、音響効果に関する計画及び実施に関すること。 

(19) 舞台機構の操作、保守及び管理に関すること。 

(20) 大道具、雑幕、小裂、楽器等の保守及び管理に関すること。 

(21) 照明、音響の操作、設備器具の保守及び管理に関すること。 

(22) 舞台運営用テレビの操作、設備器具の保守及び管理に関すること。 

(23) 楽屋の管理に関すること。 

(24) 舞台上不測の事態が生じた場合の処理に関すること。 

(25) 出演者及び舞台裏関係者の病災等事故処理に関すること。 

(26) 劇場施設の供用に係る技術協力に関すること。 

(27) 国立劇場演芸場部の業務に係る連絡調整に関すること。 

２ 国立演芸場部の営業課においては、国立劇場演芸資料館における業務に関し、演芸場について、

次の事務をつかさどる。 

(1) 観客の動員計画及び予約に関すること。 

(2) 観客関係施設の運用に関すること。 

(3) 観客の受付、案内、携帯品預り等サービスに関すること。 

(4) 解説書等の販売に関すること。 

(5) 場内放送に関すること。 

(6) 観客の病災等の事故処理に関すること。 

(7) 売店等の管理及び運用に関すること。 

(国立能楽堂部の事務) 

第14条 国立能楽堂部の事業推進課においては、国立能楽堂における業務に関し、次の事務をつかさ

どる。 

(1) 職員の人事の事務を処理すること。 

(2) 職員の就業及び福祉厚生に関すること。 

(3) 衛生及び看護に関すること。 

(4) 機密に関すること。 

(5) 公印の保管に関すること。 

(6) 国立能楽堂部の業務に係る連絡調整に関すること。 

(7) 文書の接受、発送及び保存並びに情報の公開に関すること。 

(8) 内部の会議に関すること。 

(9) 各種公演の招待に関すること。 

(10) 施設の警備に関すること。 

(11) 施設の見学に関すること。 



(12)電話の管理に関すること。 

(13) 予算及び決算の事務を処理すること。 

(14) 収入及び支出に関すること。 

(15) 現金、有価証券の出納及び管理に関すること。 

(16) 施設の使用料の調定及び徴収に関すること。 

(17) 会計監査の事務を処理すること。 

(18) 物品の調達及び管理に関すること。 

(19) 建物及び施設の防災に関すること。 

(20) 食堂、売店等の管理及び運用に関すること。 

(21) 施設の清掃に関すること。 

(22) 建物及び施設の保守、管理及び軽微な営繕に関すること。 

(23) 給排水、給湯、衛生施設の保守及び管理に関すること。 

(24) 冷暖房、換気設備の運転、保守及び管理に関すること。 

(25) 電気関係施設の運転、保守及び管理に関すること。 

(26) 電子計算機の管理に関すること。 

(27) 職員の出張に関すること。 

(28) 儀式に関すること。 

(29) その他財務及び会計に関すること並びに他の所掌に属しないこと。 

(30) 舞台関係業務の連絡、調査及び総括に関すること。 

(31) 舞台日程の連絡及び稽古の実務に関すること。 

(32) 舞台の保守及び管理に関すること。 

(33) 装束、楽器、作り物等の保守及び管理に関すること。 

(34) 舞台裏関係諸施設の運用に関すること。 

(35) 楽屋の管理に関すること。 

(36) 舞台上不測の事態が生じた場合の処理に関すること。 

(37) 出演者及び舞台裏関係者の病災等事故処理に関すること。 

(38) 照明、音響、に関する計画並びに設備器具の操作、保守及び管理に関すること。 

(39) 工業用テレビ（Ｉ・Ｔ・Ｖ）の操作、保守及び管理に関すること。 

(40) 録画及び録音の実施、編集及び整理に関すること。 

(41) 映写に関すること。 

(42) 伝統芸能に関する基本台帳、参考目録の作成に関すること。 

(43) 伝統芸能に関する演技、演出等の記録の作成に関すること。 

(44) 自主公演の上演演目の考証、定本の作成及び台本の校訂に関すること。 

(45) 廃絶演目の復活のための調査、研究に関すること。 

(46) 伝統芸能の関する演技、演出の向上に資する調査、研究に関すること。 

(47) 伝統芸能に関する調査、研究の成果の公表に関すること。 



(48) 芸能に関する統計資料の作成に関すること。 

(49) 芸能に関する図書、レコード、フィルムその他の資料の収集、整理、保存及び管理に関す

ること。 

(50) 上演演目の記録の整備及び保存に関すること。 

(51) 録音、録画、記録写真等の複製の受託に関すること。 

(52) 芸能資料の展示に関する計画及び実施に関すること。 

(53) 芸能図書及び資料の観覧、閲覧、貸出等に関すること。 

(54) 伝統芸能の普及に関する展覧会、講演会、映画会等の開催に関すること。 

(55) 収集図書、資料の目録の作成、刊行及び頒布に関すること。 

２ 国立能楽堂部の企画制作課においては、国立能楽堂における業務に関し、次の事務をつかさど

る。 

(1) 自主公演の上演計画の立案及び演目の選定に関すること。 

(2) 自主公演の出演者の選定、配役の立案及び出演交渉に関すること。 

(3) 自主公演の出演者との出演契約に関すること。 

(4) 自主公演にかかわる渉外事務に関すること。 

(5) 自主公演の公演事業費の計画額の算定に関すること。 

(6) 自主公演の台本、演出等文芸関係の委嘱並びに小道具、作り物、装束等の使用計画に関する

こと。 

(7) 自主公演の演出プランの策定及び演出の実務に関すること。 

(8) 自主公演の稽古日程の作成及び稽古の実施に関すること。 

(9) 自主公演の舞台上の看視及び進行上の連絡に関すること。 

(10) 自主公演の演出プランに違背が生じた場合の処理に関すること。 

(11) 自主公演で演出上不測の事態が生じた場合の処理に関すること。 

(12) 自主公演の上演時間、上演日誌の記録及び実施報告書の作成に関すること。 

(13) 受託公演に関すること。 

(14) 公演監事室の使用上の管理に関すること。 

(15) 劇場施設の使用申込にかかる企画、演目等の検討に関すること。 

(16) 伝統芸能に関する著作者・実演家等の活動の奨励に関すること。 

(17) 芸能伝承者の養成計画の作成及び実施に関すること。 

(18) 芸能伝承者養成の教務及び庶務に関すること。 

(19) 養成施設、教材、教具等の管理に関すること。 

３ 国立能楽堂部の営業課においては、国立能楽堂部における業務に関し、次の事務をつかさどる。 

(1) 広報及び宣伝の企画及び実施に関すること。 

(2) 報道関係者等との連絡に関すること。 

(3) 解説書その他出版、各種ニュース等の企画、編集、連絡及び作成に関すること。 

(4) 解説書、ポスターその他の出版物掲載の広告開発等の渉外に関すること。 



(5) 観客の動員計画及び予約に関すること。 

(6) 劇場施設の使用申込の処理に関すること。 

(7) 貸与施設、設備の運営に関すること。 

(8) テレビ、ラジオの中継放送に関すること。 

(9) 観客関係施設の運用に関すること。 

(10) 観客の受付、案内、携帯品預り等サービスに関すること。 

(11) 解説書等の販売に関すること。 

(12) 場内放送に関すること。 

(13) 観客の病災等の事故処理に関すること。 

 (国立文楽劇場部の事務) 

第15条  国立文楽劇場部の事業推進課においては、国立文楽劇場における業務に関し、次の事務をつ

かさどる。 

(1) 職員の人事の事務を処理すること。 

(2) 職員の就業及び福利厚生に関すること。 

(3) 衛生及び看護に関すること。 

(4) 機密に関すること。 

(5) 秘書事務に関すること。 

(6) 公印の保管に関すること。 

(7) 国立文楽劇場部の業務に係る連絡調整に関すること。 

(8) 文書の接受、発送及び保存並びに情報の公開に関すること。 

(9) 内部の会議に関すること。 

(10) 各種公演の招待に関すること。 

(11) 施設の警備に関すること。 

(12) 施設の見学に関すること。 

(13) 電話の管理に関すること。 

(14) 予算及び決算の事務を処理すること。 

(15) 収入及び支出に関すること。 

(16) 現金、有価証券の出納及び管理に関すること。 

(17) 施設の使用料の調定及び徴収に関すること。 

(18) 会計監査の事務を処理すること。 

(19) 物品の調達及び管理に関すること。 

(20) 建物及び施設の防災に関すること。 

(21) 食堂、売店等の管理及び運用に関すること。 

(22) 職員宿舎の管理に関すること。 

(23) 施設の清掃に関すること。 

(24) 建物及び施設の保守、管理及び軽微な営繕に関すること。 



(25) 給排水、給湯、衛生設備の保守及び管理に関すること。 

(26) 冷暖房、換気設備の運転、保守及び管理に関すること。 

(27) 電気関係施設の運転、保守及び管理に関すること。 

(28) 電子計算機の管理に関すること。 

(29) 職員の出張に関すること。 

(30) 儀式に関すること。 

(31) その他財務及び会計に関すること並びに他の所掌に属しないこと。 

(32) 伝統芸能の普及奨励のための必要な次の事業に関すること。 

ｱ  芸能資料の展示に関する計画及び実施 

ｲ  展覧会、講演会、映画会、公開講座の開催等の普及活動 

(33) 伝統芸能に関する演技、演出等の記録の作成に関すること。 

(34) 自主公演の上演演目の考証、定本の作成及び台本の校訂に関すること。 

(35) 廃絶演目の復活のための調査、研究に関すること。 

(36) 伝統芸能に関する演技、演出の向上に資する調査、研究に関すること。 

(37) 伝統芸能に関する調査、研究の成果の公表に関すること。 

(38) 芸能に関する統計資料の作成に関すること。 

(39) 芸能に関する図書、レコード、フイルムその他の資料の収集、整理、保存及び管理に関す

ること。 

(40) 上演台本、舞台装置図、照明プラン図、その他の記録の整備及び保存に関すること。 

(41) 人形(首、鬘、衣裳等)及び小道具等の写真、その他の記録の整備及び保存に関すること。 

(42) 録音、録画、記録写真等の複製の受託に関すること。 

(43) 芸能図書及び資料の観覧、閲覧、貸出等に関すること。 

(44) 収集図書、資料の目録の作成、刊行及び頒布に関すること。 

 ２ 国立文楽劇場部の企画制作課においては、国立文楽劇場における業務に関し、次の事務をつかさ

どる。 

(1) 自主公演の上演計画の立案及び演目の選定に関すること。 

(2) 自主公演の出演者の選定、配役の立案及び出演交渉に関すること。 

(3) 自主公演の出演者との出演契約に関すること。 

(4) 自主公演にかかわる渉外事務に関すること。 

(5) 自主公演の公演事業費の計画額の算定に関すること。 

(6) 自主公演の台本、演出、作曲、美術、照明等の委嘱並びに大道具、小道具、衣裳、かつら等

の使用計画に関すること。 

(7) 自主公演の演出プランの策定に関すること。 

(8) 自主公演の演出台本の作定に関すること。 

(9) 自主公演の演出の実務に関すること。 

(10) 自主公演の稽古日程の作成及び稽古の実施に関すること。 



(11) 自主公演の舞台上の看視に関すること。 

(12) 自主公演の舞台の進行上の連絡に関すること。 

(13) 自主公演の演出プランに違背が生じた場合の処理に関すること。 

(14) 自主公演で演出上不測の事態が生じた場合の処理に関すること。 

(15) 自主公演の上演時間の記録作成に関すること。 

(16) 自主公演の上演日誌の記録に関すること。 

(17) 自主公演の実施報告書、演出報告書の作成に関すること。 

(18) 受託公演に関すること。 

(18) 公演監事室の使用上の管理に関すること。 

(19) 劇場施設の使用申込にかかる企画、演目等の検討に関すること。 

(20) 伝統芸能の研究劇団の保護育成、奨励に関すること。 

(21) 伝統芸能に関する著作者・実演家等の活動の奨励に関すること。 

(22) 伝統芸能に関する著作者・実演家等の活動の奨励に関すること。 

(23) 芸能伝承者の養成計画の作成及び実施に関すること。 

(24) 芸能伝承者養成の教務及び庶務に関すること。 

(25) 養成施設、教材、教具等の管理に関すること。 

 

３ 国立文楽劇場部の営業課においては、国立文楽劇場における業務に関し、次の事務をつかさど

る。 

(1) 広報及び宣伝の企画及び実施に関すること。 

(2) 報道関係者等との連絡に関すること。 

(3) 解説書その他出版、各種ニュース等の企画、編集、連絡及び作成に関すること。 

(4) 解説書、ポスターその他の出版物掲載の広告開発等の渉外に関すること。 

(5) 入場券の配分計画、発売及び管理に関すること。 

(6) 観劇組織の運営及びその会員との連絡に関すること。 

(7) 客の動員計画及び予約に関すること。 

(8) 劇場施設等の使用申込の処理に関すること。 

(9) 貸与施設、設備の運営に関すること。 

(10) テレビ、ラジオの中継放送に関すること。 

(11) 観客関係施設の運用に関すること。 

(12) 観客の受付、案内、携帯品預り等サービスに関すること。 

(13) 解説書等の販売に関すること。 

(14) 場内放送に関すること。 

(15) 観客の病災等の事故処理に関すること。 

４ 国立文楽劇場部の舞台技術課においては、国立文楽劇場における業務に関し、次の事務をつか

さどる。 



(1) 舞台関係業務の連絡、調査及び総括に関すること。 

(2) 舞台監督関係業務に関すること。 

(3) 舞台美術に関する計画の調整及び製作に関すること。 

(4) 稽古日程の連絡及び稽古の実務に関すること。 

(5) 舞台機構の操作、保守及び管理に関すること。 

(6) 大道具、雑幕、小裂、楽器等の保守及び管理に関すること。 

(7) 舞台裏関係諸施設の運用に関すること。 

(8) 楽屋の管理に関すること。 

(9) 舞台上不測の事態が生じた場合の処理に関すること。 

(10) 出演者及び舞台裏関係者の病災等事故処理に関すること。 

(11) 照明、音響効果に関する計画及び実施に関すること。 

(12) 照明、音響の操作、設備器具の保守及び管理に関すること。 

(13) 工業用テレビ(I・T・V)の操作、保守及び管理に関すること。 

(14) 録画及び録音の実施、編集及び整理に関すること。 

(15) 映写に関すること。 

(16) 人形(首、鬘、衣裳等)及び小道具等の業務に関すること。 

(17) 上演記録(舞台美術、照明、音響効果、人形及び小道具等)の作成に関すること。 

(18) 劇場施設の供用に係る技術協力に関すること。 

５ 国立文楽劇場部の事業推進課、企画制作課、営業課及び舞台技術課においては、文楽公演に関

する国立劇場芸能部の業務について連絡調整する。 

 

第３章  雑則 

(雑則) 

第16条  この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が定める。 

 

 

附 則 

この規程は、平成15年10月1日から施行する。 

   附 則（平成 16 年 4 月 1日独立行政法人日本芸術文化振興会規程第 62 号） 

この規程は、平成16年4月1日から施行する。 

   附 則（平成 16 年 12 月 1 日独立行政法人日本芸術文化振興会規程第 81 号） 

１ この規程は、平成16年12月1日から施行する。 

(総括部長の設置) 

２ 平成16年12月1日から平成18年3月31日までの間、統括部長を設置する。 

（統括部長の職務） 

３ 統括部長は、各部長を指揮し、中期計画、年度計画及び評価に関する事務を統括する。 



(施行時期) 

４ この附則は平成16年12月1日から施行し、平成18年3月31日をもってその効力を失う。 

附 則（平成 17 年 4月 1日独立行政法人日本芸術文化振興会規程第 93 号） 

この規程は、平成17年4月1日から施行する。 

  附 則（平成18年4月1日独立行政法人日本芸術文化振興会規程第121号） 

この規程は、平成 18 年 4月 1日から施行する 

  附 則（平成21年4月1日独立行政法人日本芸術文化振興会規程第157号） 

この規程は、平成 21 年 4月 1日から施行する 

  附 則（平成22年4月1日独立行政法人日本芸術文化振興会規程第203号） 

この規程は、平成 22 年 4月 1日から施行する 

 


